
紳
舐

に
關
す
ろ
花
園
法
皇

の
御
態
度

鎌

田

灘

商

㊥ θ

 

㊤

序

論

(
紳
佛
交
渉
の
概
観
)

法

皇

の
神

祇

観

-
、
紳

宮

観

,
・

2
、
八
幡
巳
下
の
神
祇
観

結

論

(
反
本
地
垂
　
思
想

へ
の
傾
向
)
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θ
序
論

(
神
佛
交
渉
の
概
観

)
・
我
が
國
佛
教
傳
來
の
歴
吏
は
、

當
初
よ
り
佛
と

神
祇
と
の
封
立
交
渉

に
、
そ
の

第

一
頁
を
展
開
す
る
。
欽
明
天
皇
十
三
年
冬
十
月
、
百
濟

の
聖
明
王
、
西
部
姫
氏
達
率
怒
剛
斯
致
契
等
を
遣
は
し
て

澤
迦
佛

の
金
銅
像

唖
躯
、
幡
蓋
若
干
、
纏
論
若
干
雀
を
献

つ
た
蒔
か
ら
、
紳
祇

と
佛
と
の
野
立
は
政
治
的
、
宗
敏
的

に
重
大
な

る
問
題
と
し
て
取

り
あ
げ
ら
れ
た
。「
西
蕃

の
献
れ
る
佛

の
相
貌
端
嚴

し
、
登
ら
未
だ
曾
て
看
す
。
禮
爵

可

ぎ
や
以
不
や
。」
と
の
天
皇

の
御
下
問
に
答

へ
奉

つ
て
、
時
の
二
大
勢
力
た
b
し
蘇
我
大
臣
稻
目
が
、
「
西
蕃

の
諸
國
、

一
に
皆
之
を
禮

ふ
。
豊
秋
日
本
、
豊

に
濁
り
背
か
む
や
。
」
と
奏

し
、
物
部
大
連
尾
輿
、
島
甲
臣
蓮
鎌
子
が
、
「
我
が
國
家

紳
紙
に
關
す
る
花
園
法
皇
の
御
態
変
,

(
一
)



紳
澱
に
開
す
る
花
園
法
皇
の
御
態
慶

(
二
)

げ
　

天

の
下

に

王
と
ま

し
ま

す

は
、

恒

に
天
地

祉
穫

の
百

八
十

紳
を

以

て
、
春

夏
秋

冬

に
祭

拝

む
こ

と

を

事
と

爲
す

。
方

註
1

に
今

、

改

め
て
蕃

脚
を

拝

む
こ
と

、

恐
ら

く
は
國

紳

の
怒
を

致

し

た
ま

は

む

こ
と
を
。
L
と
奏

し

て

以

來
、

今

に

「
千

三

百

四
十

一
年

、
な

ほ

現

下
の
周
題

と

し

て
、
未

清
算

的

な

る
何
も

の
か

を
残

し
て
ゐ

る
や

に
さ

へ
考

へ
ら

れ

て

ゐ

る

。

、

蕃
騨

(
と
な

り

の
く

に

の
か
み
。

か

ら
か

の
)

と
國
神

へ
く

に

つ
か
み

)
の
和

解
融

合
は

、
大

化
改
新

の
後
、

さ

の

み
年
所

を
隔

て
ざ

る
頃

よ
り
佛

敷

の
唱

道

に
そ

の
端
を

登

し
、

こ

の
傾
向

が
臆

て
の
紳

佛

習
合

説

の
先

騙
を
な

す

註

2

も
の
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
間
、
敏
達
天
皇

の
十
四
年
三
月
、
國
に
疫
疾
行
り

て
民
死
澱
る
者
衆

か
り
し
時
、
「
何

の
故

に
か
肯

て
臣
が
言
を
用
ゐ
た
ま
は
ぬ
。
考

天
皇
よ
り

陛
下
に
及
び
、
疫
疾
流
く
行
は
れ
て
、
國

の
民
絶
え

つ

可
し
。
貴
に
專
に
蘇
我
臣
が
佛
法
を
興
し
行
ふ
に
由
る
に
非
す
や
。」
と

の
物
部
弓
創
守
屋
大
連
、
中
臣
勝
海
大
央
の

註

3

奏

言

に
よ

つ
て
、

天
皇

は

「
灼
然

な

り
、
宜

し
く
佛

法
を

噺

め
よ
。
」
と

の
排

佛

の
詔

を

下
さ
れ
、
「
物

部

守
屋
、

自
ら

寺

に
詣

り

て
、
胡

床

に
鋸

坐

り
、
其

の
塔

を
研

倒

し
、

火
を

縦
け

て
幡

～
。
井

せ
て
佛
像

と
佛

殿

と

を
嶢

く
。

既

に

註

4

し

て
嶢

け
し
所
の
蝕

り
の
佛
像
を
取
り
て
、
難
波
の
堀
江
に
棄
て
し
む
。」
等
の
こ
と
も
あ

つ
た
が
、
次
の
用
明
天
皇

計

5

は

「
佛
法
を
信
け
た
ま
ひ
、
紳
這
を
尊

び
た
ま
ふ
。
」
と

い
ふ
謬
で
、
紳
佛
接
近

の
傾
向
は
時
代
精
紳
の
要
求
と
し
て

註
6

事
實
化
さ
-れ
て
來
た
と
見
ら
れ
る
。

用
明
天
皇

の
皇
子
聖
徳
太
子
が
、
佛
法
を
厚
く
御
奪
信
あ

そ
ば

さ
れ
て
、
幾
多
の
御
事
蹟
を
の
こ
さ
れ
た
ご
と
は
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謎

7

{

註

8

今

さ
ら
申
す
に
及
ば
す
、

こ
の
時
初

め
て
寺
と

い
ふ
も
の
が
出
來
、
同
時
に
紳
祇
祭
祀

の
詔
を
下
さ
れ
た
こ
と
は
、

'

紳

佛

併

用

の

事

實

を

示

す

。

聖
徳
太
子

の
御
鴻
業

に
就
て
は
、
古
來
歴
史
家

に
よ

つ
て
段

替
相
牛

ぱ
し
、
佛
教
者

は
太
子

を
倭
國

の
識
主
と
仰
ぎ
、
紳
遣
者

は
之

を
仇
敵
と
し

て
斥

ρ

く

。
太
子
を
評
す

る
に

「
烈
宗

の
制
を
腰
し
て
、
專

ら
佛
法

を
弘
む
る

こ
と
を
勉

め
、
唐
土

の
威
儀
制
令
を
移

し
て
、
紳
代

よ
り
の
禮
儀

を
攣
更

し
、

又

惟

紳

に
紳

を
錬

ぶ
風
習
を
佛
意

に
愛

ぜ
し
め
む
と
せ
ら
れ
た

り
。
」
(
佐
伯
有
義

著
、
大
呂
本
紳
祇
吏
、

二
五
三
頁
)
な
ど

の
言
を
以
て
す
る
論
者

も
あ
り

か
の
林
道
春

の
如
き
も
内

「
若
し
、
太

子
を
し
て
神

を
好

む
ご
乏
.
佛

を
好
む
が
如
く
な
ら
し
め
ば
、
則
ち
量
、
多

少

の
財

を
費

し
て
若
干

の
寺

を
立

て

ん

や
。
儒

を
奉
ず

る
こ
と
、
繹

を
奉
ず
る
が
如
く
せ
ば

、
則
ち
何
ぞ
篤
く
三
窺
を

信
ず

と
調

は
ん
や
。
具

、
佛
を
根
本

と
鴬
し
、
憩
儒

を
枝
花
と
す
る

こ

ど
、
蓋

し
太
子

の
意

な
ら
ん
。
呼
、
寺
院

を
以

て
墨
校

と
鴬

し
、
佛
事
を
祭
祀
と
爲

す
。
之

に
教
ふ
る
に
孝
弟
を
以

て
し
、
之
に
渤

む
る
に
忠
誠
を
以

て

せ
ぱ
h
則
ち
紳
道

、
人
道
、
豊

に
其
れ

二
な
ら
ん
や
。
惜

い
か
な
、
太
子

の
此
の
如
く
な
ら
ざ

る
こ
と
。
し
(
日
本
精

碑
交
献
叢
書

、
第
八
雀
本
朝
紳
肚
考

下
之
近
、
三

二
四
頁

)
と
云

つ
て
ゐ
る
。

大

化

改

新

後

、

天

武

天

皇

の

頃

に

、

紳

祇

と

三

寳

ど

が

均

し

く

奪

崇

さ

る

べ

き

も

の

と

の

思

想

が

漸

く

表

面

に

現

れ

て

く

る

。

天

武

天

璽

の

五

年

六

月

、
{、
是

の

夏

,

大

に

旱

す

。

使

を

四

方

に

遣

し

て

。

幣

島

を

捧

げ

て

諸

の

紳

祇

に

所

ら

し

む

。
.
亦

諸

の

偲

尼

を

請

じ

て

三

寳

に

所

る

。
,
然

れ

ど

も

雨

ふ

ら

す

。

是

に

由

り

て

五

穀

登

ら

す

、

百

姓

飢

議
7

う
。
」
と
見

へ
て
ゐ

る

の
は
、
明

か

に

こ
の
事
實

を

示
す
。

そ

れ
ぱ

り
八

十
八

年
目

、
稻

徳

天
皇

の
天

挙
紳

護

元
年

十

一
月

、
大

嘗
祭

の
宣

命

の
中

に
駅
我

々
は

こ
の
思

想

の
愈

々
具

膿
化

せ
し
姿

を
見
出

す
。

「
紳

等
乎
方
三
寳

余
利
離
天
不
レ鯛

物
曾
止
奈
毛
人

乃
念

天
在

、

然
脛
乎
見
末
都
禮
方
、
佛

乃
御

法
乎
護

末
都
利
尊

末
都
流
方
、
諸

乃

瀞
既
に
關
す
る
花
園
法
皇
の
御
態
慶

(
三
)
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紳
靴臓
に
闘開†
ノる
花
園
}法
自晶
の
櫓
町能
働曲皮

(四
)

紳

多
知
仁
伊
末

志
家
利
、
故

是

以
出

家
人

毛
、
自

衣

毛
相

難
天
供

奉
仁
、
豊

障
事

波
不
レ在

止
念

天
奈
毛
、
本

忌

之
可
如
参
万
不
ヅ忌

と

美

・
此
乃
大
嘗
方
聞
行
止
宣
御
象

・
諸
聞
食
止
禦

し

ほ

ご
け

　

づ

神
祇
を
ば
三
寳

よ
り
さ
け
て
鯛

れ
ぬ
も
の
と
心
得
て
ゐ
る
が
、
輕
文
を
見

る
に
、
佛

の
御
法
を
護
り
ま

つ
り
奪
み

ま

つ
る
の
は
、
諸
の
紳
た
ち
に
ま
し
ま
す
と
あ
る
。
そ
れ
故

に
、
出
家
も
在
家
も
相
雑
は
り
て
供

へ
奉

る
に
何
の
障

は
り
が
あ
ら
う
そ
。
杷
前

に
神
祇
が
佛

を
忌
み
し
が
如
く
に
は
、
今
は
最
早
や
忌
ま
れ
る
こ
と
も
な
か
ら
う
と

い
ふ
。

こ

～
で
は
、
紳
祇
と
三
寳
と
が
均
し
く
奪
崇

さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
範
園
を
越

へ
τ
、
紳
祇
は
三
寳
を
護
持
す
る
と
い

ふ
、

っ
ま
り
神
祇

の
佛
法
擁
護
思
想
に
ま
で
駿
展

し
て
ゐ
る
。
而
し
て
、
更

に
こ
の
佛
法
擁
護

の
思
想
が
、
實

地
の

問
題

と
し
て
具
騰
化
さ
れ
た

の
が
、
聖
武
天
皇

の
大
佛
建
立
の
御
登
願
で
あ

る
。
即

ち
天
卒
十
五
年
十
月
十
五
日
、

註
9

造
佛

の
詔
を
下
さ
れ
、
豊
前
の
宇
佐
八
幡
宮

の
紳
助
を
請
ひ
給
ひ
し
こ
と
是
れ
で
あ
る
。
'

盧
含
那
佛
建
立
の
動
機

は
、
こ
の
詔

に
明
瞭
な

る
如

く
、
乾
坤
相
泰
か
に
、
萬
代

の
爾
業
を
修
し
て
、
動
植
成
榮

え
ん
こ
と
を
欲
す
と
い

ふ
。
天
下
國
家
の
繁
榮
を
所
念
し
給
ふ
に
あ

る
。
し
か
も
、
三
寳

の
威
難
に
頼

つ
て
之
を
成

、

さ
ん
と
い
ふ
。
し
か
し
此

の
大
事
業
は
紳
祇
の
援
助
な
く
し
て
は
到
底
不
可
能
な
り
と

せ
ら
れ
、
最
初
よ
り
宇
佐
八

幡
宮
の
加
護
を
所
請
せ
ら
れ
た
。

こ
れ
よ
り
六
年
目
、
天
卒
勝
寳

元
年
に
盧
余
那
佛
鋳
造

の
こ
と
成
る
や
、
特

に
神

誹

10

鰻
を
奈
良
の
都

に
奉
逓
し
て
、
厚
く
神
恩

に
謝
し
給
ふ
た
。
こ
の
日
、
百
宮
及
び
諸
氏
入
等
こ
と
ご
と
く
東
大
寺
に

會
し
、
僧
五
千
を
請
し
て
禮
佛
護
経

せ
し
む
。
時
の
左
大
臣
橘
宿
彌
諸
兄
を
し
て
、
八
幡
大
紳
奉
謝

の
詔
を
自
さ
し
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註
11

め
ら
れ
た
。
八
幡
大
紳

の
御
紳
勅
は

「
紳
我
れ
天
紳
地
祇
を
率

い
て
、
い
ざ
な
ひ
て
必
す
成
し
奉
ら
む
、
事
立
つ
に

し

あ

か
が
ね

有

ら

す
、

銅

の
湯

を
水

と
成

し
、

我

が
身

を
草
木

土

に
交

へ
て
、

障

は

る
事

な

く
な

さ
む
。
」
で
あ

つ
た
。

紳

祇

に
佛
事

を
所

る
風

は
、

こ

の
頃

よ
り
漸

く
盛

に
な

り
、

世

上

に
於
け

る
種

々
の
佛

事

も
亦
た

之

に
随

つ
て
紳

も

お
ほ
ん
た
め

肚
に
移

さ
れ
た
。
紳

の
奉
爲
に
最
勝
王
経
、
仁
王
経
、
般
若
経
等
の
経
を
讃
諦
し
、
所
在

の
大
肚
に
は
附
属

の
寺
院

を
設
け
て
僑
侶
を
止
住

せ
し
め
、
名
づ
け

て
神
宮
寺
と
い
つ
た
。
帥
ち
宇
佐
八
幡
彌
勒
寺
、
多
度
、
氣

比
、
伊
勢
大

紳
宮
寺
が
こ
れ

で
あ
る
。
か
く
し
て
、
神
道
と
佛
法
と
の
交
渉
は
更

に
頻
繁
と
な
る
。
卒
安
朝
に
入
る
と
神

に
も
人

と
同
じ
く
菩
薩
號
が
奉
ら
れ

る
に
至
る
。

一
例
を
と
れ
ば
、
八
幡
大
神
が
八
幡
大
菩
薩
と
稻

せ
ら
れ
る
に
至
つ
た

の

註

12

も
、
李
安
初
期

の
こ
と
で
あ

る
。
神
佛
習
合
説
は
斯
く
自
然
登
生
的

に
具
膿
化
さ
れ

て
來
る
。
八
幡
大
神

は
更
に
護

.
註
13

謎
14

、

國
霞
験
威
力
紳
懸
大
自
在
王
菩
薩
と
な
り
、
佛
法
を
崇

て
國
家
を
護
り
、
佛
法
を
先
と
し
、
慈
悲
を
膣
と
し
て
、
現

當

二
世

の
擁
護
深
く
ま
し
ま
す
事
、
自
絵

の
紳
朋
に
す
ぐ
れ
給

ふ
も

の
と
さ

へ
見
ら
れ

る
に
至
る
。
か
、
る
紳
佛
習

合
の
事
實

傾
向
は
、
後
世

及
び
現
代
の
反
佛
敏
的
史
家
の
憤
慨
措
く
能
は
ざ
る
と
こ
ろ
、

「
淳
撲
な

る
當
時
の
國
民

詳
碕

を

欺

～
」

邪

読

と
し

て
論

難

さ
れ

て
ゐ

る
。

ま
た

「
方

に
は
、

「
布

教

の
方
便

に
高

調

せ
ら

れ
た
傾

き
も

無
し

と
し

な

い
も

の

～
、
佛

教
と

し

て
は

、
當

然

の
観

方

で
あ

り

、
随

つ
て
そ

は
紳

道

と

よ
り
は
、

む

し
ろ
神

道
的

佛
敏

と
言

註
16

ふ
を
可

と

す

べ
き
も

の
で
あ

る
。」
と
見

る

公
李
な
論

者

も
あ

る
。

か
く

し

て
、

云

は

ゴ
佛

本
神

　

の

紳
佛

習
合
思

想

は

、

そ

の
ま

、
鎌

倉
時
代

へ
持

ち

越

さ
れ

る
。

紳
祇
に
闘脚す
る
花
園
法
皇
の
御
態
度

へ五
)
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紳
紙
に
關
す
る
花
園
法
皇
の
御
態
度

(
六
)

◎
法

畠

の
騨
舐

観

・
こ

、
に
花

園
院

天
皇
震

記

の
中

か

ら
、
神

祇

に
關
す

る
部

面
を

抽
き

出

し

て
見

る
。

正
和

二

年

(
一
九

七

三
)
御

年

十
七
歳

の
御
震

記

に
、

「
辛

卯
。

晴
。

及
晩

風
。

入
夜

雨
ゆ

自
今

日
紳

事

。
然

而
佛

事
強

不
可
揮

歎
。

傍

毎

日
念

講

不

止

之
。

叉
其
外

念

一訥
O」
(正
和
二
年
三
月
一
日
)

「
癸

酉
。
晴

。
無

事

。
依

紳
事

不
精

進
。

先

々
依
虚

塞
藏

縁

日
。
自

幼

少
毎

月
精
進

也
。
」
(正
和
二
年
四
月
+
三
日
)

「
乙
亥
。
晴

。
今

日
猶
物

忌
。
・今
日
如
法

内

々
歌

會
。
短

冊
也

。
」密

々
披

構
。
梵

網
纒

不
讃

之

。
依

紳
事

也
。
L

(
正

和

二
年

四

月

十

五

日

)

・

紳
事
に
は
不
浮
を
忌
む
。
紳
明
に
奉
仕
す

る
に
は
清
浄
潔
自
を
最
要
件
と
す
る
。
す
べ
て
の
罪
糠
を
避
け
、
妄
念

雑
念
を
去
ワ
て
萬
事
を
皆
忌
み
清
め
る
。

こ
れ
は
我
が
國
古
來
よ
レ
の

周
般
通
念
で
あ
る
。
花
園
法
皇
の
神
祇
観

に

こ
の
思
想
の
見
ら
れ
る
の
に
不
思
議
は
な

い
。

こ
の
こ
と
は
、
更

に
衣
の
問
題
に
於
て
複
雑
性
を
加

へ
て
來
る
。

に

「
癸
已
。
自
今
夜
紳
事
。
於
後
戸
有
念
諦
事
。
三

ケ
日
也
。」
孟

中
二
年
育

+
吾

)

そ

の
裏

書

に

い

ふ
、

ゆ

「
今
夜
於
後
戸
念
諦
之
問
。
紳
宮
被
揮
紳
事
。
閑
廻
思
慮
。
尤
有
子
細
事
歎
。
紳
宮
碗
事
之
時
。
佛
経
僧
尼
等
固

可
禁
事
也
。
有
甚
深
之
子
細
歎
。
以
淺
智
測
神
慮
錐
有
恐
。
閑
思
得
殊
催
信
心
。
叉
八
幡
巳
下
紳
殊
守
護
佛
法
之
段

殊
紳
逡
之
垂
跡
。
.云
彼
云
此
。

一
而
不

一
。
二
而
不
二
。
催
清
澤
之
信
心
。
潟
仰
無
極
。
仰
信
有
絵
。
」不
及
所
念
。
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即
起
座
了
。
是
所
念
之
事
非
私
之
故
也
。

或

云
。
紳
宮
實
不
悪
佛
法
。
却
爲
擁
護
。
然
者
假
令
許
也
。
實

不
可
忌
佛
法
。
予
以
爲
不
然
。
固
忌
佛
法
可
叶
憩

慮
。
努
力

々
々
不
可
有
假
令
之
義
者
歎
。
此
子
細
不
能
委
記
耳
。
但
偏
以
佛
法
爲
違
紳
慮
。

叉
可
違
道
理
者
也
。
得

佛
法
之
理
者
。
自
然
可
達
此
疑
。
淺
學
之
者
。
以
佛
法
偏
爲
尊
重
。
神
慮
實
不
揮

之
由
稽
之
者
大
悪
見
也
。
子
細
短

磯

筆
難
及
。
傍
不
記
之
。
L
(正
中
二
年
六
月
十
五
臼
裏
書
)

こ

、
に
は
、
次
の
五

つ
の
問
題
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
と
考

へ
ら
れ
る
。

e
神
宮
神
事

の
時
、
佛
脛
僧
尼
等
固
く
禁
す
べ
き
こ
と
。

◎

八
幡
已
下

の
神
殊

に
佛

法
を
守
護
す
る
の
段
、
殊
に
紳
遣

の
垂
跡
、
潟
仰
極
ま
り
無
き
こ
と
。

㊨
紳
宮
實
に
は
佛
法
を
悪
ま
す
、
却

つ
て
擁
護
を
爲
す
と
す
る
は
不
可
な
り
。
固
く
佛
法
を
忌
む
こ
そ
紳
慮
に
叶

ふ
べ
き
こ
と
。

⑭
偏

に
佛

法
を
以

て
神
慮
に
違
ふ
と
爲
す
は
、
又
道
理
に
違

ふ
べ
き
こ
と
。

㊤
佛

法
を
以
て
偏

に
奪
重
と
な
し
、
紳
慮
實
に
揮
ら
す
と
樗
す
る
は
大
悪
見
な
る
こ
と
。

以
上
の
中
、
0
は
…佛
法
不
津
思
想
の
肯
定
。
◎
は
紳
道
垂
跡
思
想
の
肯
定
。
㊨
は
θ

と
土
ハ
通
。
⑳

は
全
面
的
佛
法

抹
殺
論

の
否
定
。
⑳
は

佛
法
至
上
圭
義

の
否
定

(
反
本
地
垂
述
思
想

へ
の
傾
向
)
と
い
ふ
こ
と
に
な

る
。

そ
こ
で
問

題
を
①
紳
宮
観
、
②
八
幡
已
下
の
紳
祇
観

に
分
け
る
。

騨
舐
に
關
す
る
花
園
法
皇
の
御
態
度

(
七
)

"
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紳
舐
に
關
す
る
花
園
法
皇
の
御
態
度

門
(
八
)

1
、
憩
宮
襯

・
先
づ
紳
宮
封
佛

法
の
問
題
を
取
り
上
げ

る
。
奈
良
朝
時
代
す
で
に
紳
宮
寺

の
建
立
を
見
た
の
で
あ

る
が
、
か

～
る
佛
寺

の
瀞
宮
接
近
は
、
そ
の
立

て
前
上
、
紳
宮
側
の
反
封
す
る
と
こ
ろ
で
、
月
讃
棘
の
崇
り
に
よ
つ

謡
17

註
18

て
紳
宮
寺
を
紳
境
か
ら
退
去
せ
し
め
た
り
、
忌
詞
を
作

つ
て
、
紳
事

に
佛
事

の
關
係
す
る
こ
と
を
忌
み
、
或
は
佛
者

註
19

が
紳
宮

の
大
前
近
く
進
み
寄
る
こ
と
を
避
け
て
み
た
こ
と
な
ど
に
よ

つ
て
も
明

か
で
あ
る
。
し
か
し
、
か

、
る
紳
事

の
奪
嚴
維
持

と
い
ふ
こ
と
は
、
た

ゴ
立
て
前

の
こ
と
で
、
實
際
上
に
於
て
は
、
大
神
宮

の
信
仰
は
國
家
的
崇
敬
並
び

に
現
量
的
安
穏

の
所
願
の
み

に
と

ゴ
ま

つ
て
、
死
後

の
安
穏

に
つ
い
で
は
、
何
れ
も
皆
佛
教

の
慰
籍
に
頼

る
の
が
、

當
時
の
人

々
の
有
様

で
あ

つ
た
か
ら
、
紳
宮
の
紳
圭
と
い

へ
ど
も
此
の
就
會
的
風
潮
の
将
外

に
あ
る
こ
と
は
許

さ
れ

な
か
つ
た
。
李
安
朝
か
ら
鎌
倉
時
代

に
か
け
て
、
そ
の
未
來
生
活
の
安
穏
を
所

る
た
め
に
、
或
は
佛
敏
に
脇
依
得
遣

し
、
或

は
造
寺
納
輕

の
供
養
を
螢

む
も
の
が
少
く
な

か
つ
た
。
そ
れ
が
た
め
た
、
外
宮

の
紳
圭
だ
け
で
出
家
し
た
も

註

20

の
が
三
千
人
近
く
も
藪

へ
ら
れ
た
と
い
は
れ
て
ゐ
る
。
神
宮
封
佛
法

の
問
に
は
、
か
、
る
事
實
も
あ

つ
た
の
で
あ
る

紳
宮

の
佛
法
忌
避

に
封
し
て
、
當
時
の
佛
敏
者
は
如
何
な
6
態
度
を
と

つ
た
か
。
無
住

の
沙
石
集
を
披
見
す
れ
ば

≒

去
ぬ
る
弘
長
年
中

に
、
太
紳
宮

へ
詣
で

～
侍
り
し

に
、
或

る
紳
官

の
語
り
し
は
、
當
赴
に
三
寳

の
御
名
を
忌
み

御
殿
近
く
は
僧
な
ん
ど
も
詣
ら
ぬ
事
は
、
昔
此
の
國
未

だ
無
か
り
け

る
時
、
大
海

の
底
に
大
日
の
印
交
あ
り
け

る
に

よ
り
て
、
太
紳
宮
御
鉾
を
指
し
入
れ
て
さ
ぐ
り
給
ひ
け
る
。
其
鉾

の
滴

る
露
の
如
く
な
り
け
る
時
、
第
六
天
の
魔
王

は
る
か
に
見
て
、
此
の
滴
國
と
成

つ
て
佛
法
流
布
し
、
人
倫
生
死
を
出
づ
べ
き
相
あ
b
と
て
、
失
は
ん
た
め

に
下
り
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1

け
る
を
太
紳
宮
魔
王

に
あ
ぴ
た
ま
ひ

て
、
我
三
寳

の
名
を
も
云
は
じ
、
我
身

に
近
づ
け
じ
、
と
く
く

蹄
り
上
り
給

へ
、
と

こ
ら

へ
給

ひ
け
れ

ば
、
蹄

り

に
け

り
。

其

の
御

約

束
を

た
が

へ
じ

と

て
、
僧

な

ん
ど
御

殿

近

く
ま

い
ら

す
、

肚

壇

に
し

て
は

経
を

も
あ

ら
は

に
は
持

た

す

、
三
寳

の
名
を

も
正

し
く

云
は
す

、
佛

を
ば

立
ち

す

く
み

、
経

を
ば
染

紙

、

僧

を
ば
髪

長
、

堂
を

ば
香

燃
な

ん
ど

云

ひ

て
、

外

に
は
佛

法
を

う
と

き
事

に

し
、
内

に
は

三
寳

を

守
り

給

ふ
事

に

て
、
御

坐
す

ゆ
ゑ

に
、

我
國

の
佛

法

ひ
と

へ
に
太
神
宮

の
御
守
護

に
よ
れ

り
。
L

(
巻

第

　
、
太

聯

宮

の
御

事
)

こ

れ
と
同

じ

こ
と

が
八
幡

愚
童
訓

に
も
見

へ
る
。

「
而

ル

ニ
伊
勢

大
神

宮

ノ
僧
尼

ヲ
チ

カ
ヅ

ケ
給

ハ
ズ
。
護

経
念

訥

ヲ
ず

ケ
給

フ
事

ハ
。

此

日
本

國
佛

法
繁

昌

ス
ベ

キ
所

ナ

リ
。

行

テ
障
碍

セ

ン
ト
プ
。

第

六
天
魔

王

ク
ダ

リ

シ
時

。
天

照
大

紳

吾

レ
行

テ
佛

法

ヲ
留

ム

ベ
シ
と
申
請

テ

魔

王

ヲ

コ
シ
ラ

へ
置
給

テ
。

此
國

二
繹

敏
流

布

ノ
累

ヒ
ナ

シ
。
彼

御
約

束

ヲ
タ
ガ

ヘ
ジ

ト

テ
。
我

前

轟
ハ
佛

法

ヲ
ず

註
2ー

ケ
給

フ
様

ナ

レ
ド

モ
。
内

ニ
ハ
佛

法

ヲ
守

り
。
聖

人
ヲ

タ

ト
ビ
給

フ
事
他

二
異
也

。」

こ

れ
は
何

れ
も

皇
大
神

宮

が

「
内

に
は
佛

法
を

守

る
」

と

見

る
も

の

で
あ

る
が

、

こ
れ
と

少
し

く
趣

を
代

へ
て
、

佛

法
は
、

天

照
大
神

の
御

心
を

う
け

て
、

我

が
國

の
道
を

弘
む

る
も

の

で
あ

る
と

す

る
見
方

も
あ

る
。

北
畠

親
房

に

こ

の

立
場
を

見

る

こ
と
が
出

來

る
。

「
我

紳
、

大

日
の
難

に
ま

し
ま

せ
ば
、

明

徳
を

も

て
照
臨

し
給

こ
と
陰

陽

に
お

き

て
は

か
り
が

た
し

。
冥

顯

に

つ

き

て
た

の
み
あ

り
。

君
も

臣
も
紳

明

の
.光
胤

を

う
け

、
或

は
ま

さ

し
く
勅
を

う
け

し
紳
達

の
苗

禽

な

り
。

誰

か
是
を

紳
舐
に
關
す
る
花
園
法
皇
の
御
態
慶

鳴

.
ハ
九
)
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神
舐
に
關
す
る
花
園
法
皇
の
御
態
度

{
一
〇
)

あ

ふ
ぎ

た

て
ま
.つ
ら
ざ

る

べ
き

。

此
理

を

さ
と

り
、
其

道

に
に
が
は
す

ば

、
内

外
典

の
學

問

も

こ

～
に
き
は

ま

る

べ

き

に
こ
そ
。

さ
れ
ど
、

此
道

の
ひ
ろ

ま

る

べ
き

事

は
内

外

典
流
布

の
力
な

り
と

云

つ
べ
し
。
魚

を

う

る
こ
と

は
網

の

一
目

に
よ

る

な
れ
ど

、
衆

目

の
カ

な

け

れ
ば
、
働是
を

う

る

こ
と

か
た
き
が

如

し
。

鷹
神

天
皇

の
御

代

よ
り
儒

書
を

ひ

ろ
め

ら
れ

、
聖

徳
太
子

の
御

時

よ
り
繹

敏

を

さ
か

り

に
し
給

し
、

是
皆
権

化

の
紳

聖

に
ま

し
ま

せ

ば
、

天
照

太
紳

の

註
22

御

心
を
う
け
て
、
我
國

の
道
を
ひ
ろ
め
、
ふ
か
く
し
給
な

る
ぺ
し
。
L

親
房

に
於
て
は
、
そ
の
中
心
は
天
照
大
紳

に
あ

つ
て
、
佛

に
は
な

い
。
目
的
は
紳
道
流
布

に
あ

る
。
儒
佛
は
そ
の

方
便
的
意
義
を
持

つ
も

の
に
す
ぎ

ぬ
と
さ
れ
る
。
佛
本
紳
述
で
は
な
く
し

て
、
紳
本
佛
迩

で
あ
る
。
佛
教
的
影
響
を

蒙
り
な
が
ら
、
し
か
も
反
本
地
垂
迩

で
あ

る
。

こ
、
に
本
地
垂
　
思
想
か
ら
解
放
さ
れ
た
中
世
紳
道

の
特
色
が
見
ら

れ
る
。
所
謂
伊
勢
神
道

の
流
れ
を
く
む
此
の
思
想
は
、
伊
勢
皇
太
神
宮
の
歴
史
的
信
仰

に
、
圭
と
し

て
眞
言
密
敏
の

思
想
を
習
合

し
た
も
の
、
或
は
儒
佛
二
教
を
そ

の
朋
翼
と
し
た
も
の
で
あ

つ
て
、
か
、
る
思
想
が
鎌
倉
、
室
町
時
代

人

の
信
仰
を
代
表
し
た
も

の
と
い

へ
る
。

こ

～
で
、
花
園
法
皇

の
神
宮
観
を
見
な
ほ
す
。

「
紳
宮
紳
事
之
時
。
佛
経
俗
尼
等
固
可
禁
事
也
。
」
と
か
、

「
紳
宮

實

不
悪
佛
法
。
却
爲
擁
護
。
然
者
假
令
許
也
。
實

不
可
忌
佛

法
。
予
以
爲
不
然
。
固
忌
佛
法
可
叶
紳
慮
。
」
と
い
ふ
。

そ
こ
に
は
侮
本
紳
迩
の
本
地
垂
述

患
想
は
見
ら
れ
な

い
。
皇
太
紳
宮
は
佛
法
擁
護

の
相
…封
的
、
方
便
的
存
在

で
は
な

く
、
そ
れ
自
身
絶
封
的
存
在

で
あ

つ
た
。
そ
.の
御
立
場

は
明
か
に
反
本
地
垂
述
的
立
場

で
あ
る
。「
紳
祇
を
」
と
題
し



て
、
皇
太
紳
宮
の
御
崇
敬
を
詠
ぜ
ら
れ
た
こ
と
も
亦
た
む

べ
な
る
か
な
と
肯

か
れ
る
。

紳
風

に
み
だ
れ
し
塵
も
を

さ
ま
り
ぬ

註
23

天
照
ら
す
日
の
あ
き
ら
け
き
世
は

・
2
、
八
幡
已
下
の
紳
舐
観

・
法
皇
の
神
宮
以
外

の
神

々
に
封
す
る
御
態
度
は
何
う
で
あ

つ
た
か
。
そ
れ
は

「
守
護

佛
法
之
段
。
殊
神
道
之
垂
述
。

一
而
不

」
。

二
而
不
二
。
催
清
漂
之
信
心
。
潟
仰
無
極
。
仰
信
有
絵
ρ
し
で
あ

つ
た
。

こ

、
に
は
神
が

「
佛
法
を
守
護

す
る
」
も

の
、
「
神
道

の
垂
　
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。

凡
そ
我
が
國

に
於
け
る
八
幡
信
仰
の
歴
史
は
古
い
。
八
幡
岬
宮

の
こ
と
が
初
め
て
16
史

に
見
ら
れ
る
の
は
、
聖
武

天
皇
の
天
究

年
四
月
の
こ
と
で
あ
る
と
蓋

て
ゐ
る
瞭

そ
れ
が
八
奨

菩
肇

な
書

の
は
萎

初
期
の
ア」
と

註
25

詫
26

障
27

註
28

註
29

註
加

で

あ

る

。
そ

の
競
…呼

の
正
史

に
見

へ
る
だ
け

で
も

、

八
幡

酬
、

八
幡

神
宮

、
八

幡

騨
肚

、
八
幡

大
紳

、

八
幡

大
紳

宮

註

31

註

32

註

33

諜
34

八
幡
宮
、
宇
佐
宮
、
八
幡

大
菩
薩
、
八
幡
大
菩
薩
宮
な
ど
色
と
り
ど
り
で
あ
り
、
菩
薩
號
の
現
れ
た
後
で
も
、
猫
ほ

菩
薩
號
な
ら
ざ
る
騨
名
が
正
史

に
も
見

へ
て
ゐ
る
。
八
幡

と
佛
教
と
の
關
係
に
つ
い
て
正
史
に
初

め
て
見

へ
る
の
は

し　

んむ

り

　　

　

聖
武
天
皇
の
天
準
十
三
年
閏
三
月
の
記
事
で
あ

る
が
、
す
で
に
其
の
頃
か
ら
し
て
八
幡

と
佛
法
と
の
接
近
が
行
は
れ

本
地
垂
迩
思
想
の
鰻
展
と
共

に
、
本
地
妙
畳
果
漏

の
護
國
霊
験
威
力
紳
通
大
自
在
王
菩
薩

と
し

て
信
仰
さ
れ
る
に
至

討
36

つ
た
。

「
抑

八
幡

大
菩
薩

ハ
。

十
方

ノ
諸

佛

ヨ
リ

モ
尊

ク
。

三
千

ノ
紳
紙

ヨ
リ

モ
勝

レ
給

ペ
リ
。
如

何

ト
ナ

レ
バ
。

夫
佛

紳
舐
に
關
す
る
花
園
法
皇
の
御
藤
度

ρ

,

〈
一
一
)

71

。



紳
祇
に
開
す
る
花
園
法
皇
の
御
態
慶

r

(
一
三

.

.

陀

ノ
敏
化

ハ
。
妻

子

ヲ

ス
テ
。

財
寳

ヲ
拠

テ
。
持

禁

戒
定
恵

ヲ
修

シ
テ
。
煩

拶

ヲ
断

ジ
謹
果

二
至

ル
者

。

或
は
末

世

愚
鈍

ノ
小
機

ノ
爲

二
相

鷹

シ
難

キ

モ
ノ
ナ

ル

ニ
。
大
菩

薩

ノ
縁

ヲ
結

ゼ

マ
お

ラ

セ

ン
事

ハ
。
散

齪

麓
動

ノ
心
成
土
ハ。

煩

悩
具

足

ノ
身

ナ

リ
共
。

凡
夫

ノ
好

二
随

テ
。
舞

ヲ

マ
イ
歌

ヲ
ウ

タ

フ

マ
デ

モ
御
納

受

ニ
ア
ヅ

カ

リ
。
神

恩

ヲ
カ

フ

ム

声
。

安

居

放
生

ノ
節

會

ニ

ハ
。
道

俗
男

女
因

夫

野
人

二
至

ル
迄

。
職

掌

ノ
藪

二
連

り
。
結

縁

ア

で
ネ

ク
ヲ

ヨ
ボ

ス

故

二
。

佛
陀

/
教
法

ヨ
リ
安

ジ

テ
。

シ
カ

モ
現

當

ノ
利

盆
三

預

ル
。

十

方

ノ
諸

佛

ノ
引
接

ヨ

リ

モ
。

大
菩

薩

ノ
廣

大

慈

悲
。

時
機

相

鷹

ハ
マ
サ

リ
給

ヒ
ケ

川
也
。

三
千

ノ
神
祇

　
モ

コ
へ
給

ヘ
ル
事

ハ
。

日

本

ノ
紳

明

ハ
。

何

ζ

大
椹

ノ
垂

跡

ニ
テ
御

座

セ
ド

モ
。

魚
鳥

ノ
肉

ヲ
御
供

ニ
マ
イ

リ

テ
。

殺
生

ノ
慈

悲

ヵ
ケ
タ

ル
ガ
如

シ
。

僧

尼

ヲ

バ
多

ク
肚

頭

二
近

ヅ

ケ
給

フ
事

ナ

シ
。

大
菩
薩

ハ
佛

法

ヲ
先

ト

シ
。
慈

悲

ヲ
艦

ト

シ
給

ヘ
バ
。
魚

鳥

ノ
類
迄

モ

マ
イ

ラ
ズ
。
精

…進

ノ
御

供

ヲ
納

受

シ
御
座

ス
。
殺

生

ヲ
ト

ヲ
ザ

ケ
。
出

家

受
戒

7
御

告

ナ

ン
ド

ア
リ

キ
。

僧
尼

迄

モ
近
ヅ

キ
参

リ

テ

念

話
讃

経

ノ
法

陳

ヲ
備

テ
。
今

世

後
生

ヲ
所

り
申

シ
。

現
當

二
世

ノ
擁
護

深

ク

マ
シ

マ
ス
事

。
自

飴

ノ
紳

明

ニ
ス
グ

レ
給

ガ
故

二
。

三
千

ノ
紳

明

ヨ
リ

モ
勝

ツ
給

7
者
也

。
然
則

我

國

ニ
ウ

マ
レ
ン
入
倫
。

蹄

依

シ
奉

ル
ベ
キ

ニ
ハ
八
幡

誰

37

大
菩
薩

ニ
ヲ

ハ
シ

マ
ス
者
也
。L

八
幡

の
本
地
が
阿
彌
陀
佛
で
あ
る
と
い
ふ
考

へ
は
當
時

一
般

に
信
じ
ら
れ
て
ゐ
た
所

で
、
こ
の
傳
読

の
濫
膓
は
、

大
安
寺
の
行
教
が
石
漿

に
宇
佐
八
幡
を
勘
請
し
蒔

に
あ
る
と
云
は
れ
て
ゐ
鱗

そ
こ
で
八
懸

童
訓
に
見
ら
れ

る
や
う
な
、
八
幡

の
佛
法
擁
護
、
鎭
護
國
家
の
垂
　
思
想
と
も
な

つ
て
來
る
。
無
住
の

「
亦
我

ハ
本
地
阿
彌
陀
ナ

リ



我

ガ
本

願

ヲ

タ
ノ

ミ

ナ
念
佛

ス
川
。

此

ノ
行

ヤ

ス
ク

シ
}
妙

也
。
都

テ
念

佛

モ
眞
言

モ

一
心

二
行

ズ

レ
バ
必
生

死

ヲ

ハ
ナ

ル
ベ

シ
ト
敏

給

ケ
リ
。

イ
ヅ

レ
ノ
神
慮

モ
同

ジ
御

事

ニ
ヤ
。
L

(
沙

石
集

巻

五
、
行

某
菩
薩

之
歌

事

)

と
記

せ
る

も

、

こ

の
系

統

に
屡
す

る
。

花

園
法
皇

に
於
け

る
八
幡

已
下

の
帥

祇
観

も
亦

た

此
の
思

想
と
相

通

ふ
も

の
と
見

ら

れ

る

。

八
幡
紳

に
封
す

る
信

仰

に
於

て
は
、

法
皇

も
垂
　

思

想
信
奉

の
立
場

に
あ

り
し
も

の
と
云

は

な
け

れ
ば

な
ら
な

い

。◎
)、
結
論

(
反
本
地
垂
迩
思
想

へ
の
傾
向
)
・
最
後
に
残
さ
れ
た
る

問
題

は
、

⑳
偏

に
佛
法
を
以

て
紳
慮

に
違

ふ

と
爲
す
は
、
叉
道
理
に
違

ふ
べ
き
こ
と
、
㊨
佛
法
を
以

て
偏

に
奪
重
と
な
し
、
神
慮
實

に
揮
ら
す
と
稻
す
る
は
大
悪

見
な

る
こ
と
。
こ
の
二
問
題

で
あ
る
。
帥
ち
佛
法
の
全
面
的
否
定
論

に
封
す
る
反
封
と
、
佛
法
の
全
面
的
肯
定
論
、

(
本
地
垂
迩
思
想
)
に
封
す
る
反
封
で
あ

る
。
前
者
は
、
法
皇

の
御
生
涯
が
何
よ
り
も
雄
辮

に
物
語

つ
て
ゐ
る
如
く
、

法
皇
御
自
身
が
厚
き
佛
法
信
者
に
あ
ら

せ
ら
れ
、
特

に
宗
峰
妙
超
よ
り
印
可
を
さ

へ
受
け
ら
れ
し
程

の
、
遣
の
膿
得

者
で
あ
ら

せ
ら
れ
た
以
上
e

こ
、
に
改
め
て
取
り
上
げ

る
必
要
を
見
な

い
。
問
題
は
後
者
に
あ
る
。
結
論
を
云

へ
ば

法
皇

は
實

に
反
本
地
垂
述
思
想
の
所
有
者
に
あ
ら

せ
ら
れ
た
。

「
今
夜
喚
親
王
在
所
。
清
経
雑
談
之
次
語
云
。
此
三
四
年
。
以
春
日
曼
茶
羅
顯
儘
洲
噸
舵
蝋
陥
鐙
棚
醍
慢
茶
擬
肚
頭
之
儀

致
供
物
等
種
受
之
儀
。
尊
柴
無
他
。
而
去
十
月
比
。
青
女

一
人
有
露
託
事
。
此
鋤
請
之
事
背
紳
慮
。
傍
毎
事
物
悪
也

総
可

立
避

此
所
也
。
爲
寺
院
中
。
山
上
有
墓
所
つ
舗
塒
縮
辮
輯
雛
齢
琳
寺
僧
等
叉
不
浮
事
。
家
中
随
分
錐
清
澤
。
」
(
正
中
二

紳
舐
に
閣
す
る
花
園
法
黛
の
御
態
度

(
一
三
)
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脚
紙
に
、關
す
る
花
園
法
皇
の
御
態
度

(
一
四
)

年
+
一一月
二
十
五
日
)

正
中
二
年

(
一
九
八
五
)
は
法
皇

(
嚴
密

に
は
未
だ
法
皇
と
稻
す

べ
か
ら
す
。
上
皇
な
り
。
三
十
九
歳

の
十

一
月

二
十
二
日
が
御
落
飾
の
日
な
れ
ば
、
そ
れ
以
後
を
法
皇
と
申
し
上
ぐ

べ
き
な
り
。
)
御
年
二
十
九
歳

に
ま
し
ま
す
。
そ

の
年
の
御
震
記
で
あ

る
。
本
地
垂
　
思
想
を
背
景
と
し

て
、
李
安
末
期
よ
り
起
り
し
春
日
曼
茶
羅
の
信
仰
で
あ

る
。

春
日
明
神

の
住
み
給

ふ
肚
壇
を
以
て
現
世

の
漂
土
と
考

へ
、
そ

の
本
地
を
慈
悲
萬
行
菩
薩
と
崇
め
る
春
日
曼
茶
羅
の

信
仰
は

一
世
を
風
靡
し
た
。
清
経
な
る
者
、
當
時

一
般
の
風
潮

に
な

ら
つ
て
、
春
日
曼
茶
羅

の
崇

拝
に
絵
念
が
な
か

つ
た
。
然

る
に

「
此
の
鋤
請
の
事
神
慮
に
背

く
云

々
」

の
霞
託
を
蒙

る
。
彼
れ
こ
れ
を
不
審
と
し
て
、
親
王
の
在
所

(
中
園
殿
?
)
に
て
難
談
の
次
で
に
、
法
皇

の
お
耳
に
入
れ
奉

つ
た
。

「
清
経
申
云
。
年
來
致
敬
信
於
大
明
神
。
法
樂
種

々
事
。
何
可
背
帥
慮
乎
。
内
謹
之
前
慈
悲
爲
先
。
身
清
貧
之
問

細

々
参
詣
難
叶
。
勿
擬
肚
頭
之
儀
。
爲
凝
信
心
也
。

叉
此
所
本
自
居
佳
。
更
所

不
好
也
。
然
而
貧
乏
之
間
不
叶
意
。

自
然
心
信
。
此
所
忽
立
去
事
。
又
有
難
叶
之
子
細
等
之
由
申
之
庭
。
」
震
記
同
日
裏
書
)

こ
れ
に
甥
す
る
法
皇
の
御
指
示
は
、

「
膜

云
。
此
事
實
神
託
歎
之
由
思
之
。
共
故

二
凡
神
遣
陰
陽
不
測
者
也
。
凡
慮
難
知
。
然
而
以
今
趣
案
事
理
。
尤

叶
義
理
。
禮
記
云
。
祭
不
可
歎
。
藪
期
煩
。
論

語
云
。
鬼
紳
敬
而
遼
之
。
内
讃
之
外
錐
不
別
麓
卑
。
外
用
乖
述
之
別

上
下
之
儀
。
浄
臓
之
分

不
可
齪
。
而
奪
崇
垂
迩
之
紳
者
。
尤
可
存
澤
臓
之
儀
。
不
浮
之
家
中
奉
勘
請
。
是
不
可
然
之

74



嚇

由
示
之
慮
。」

こ
、
に
我
灯
は
、
法
皇
の
外
用
、
垂
述
尊
重

の
立
場
を
見

る
。
内
謹
は
本
地
、
外
用
は
垂
迩

で
あ

る
。
而
し

て
、

外
用
よ
り
も
そ
の
内
謹
に
、
垂
述
よ
り
も

そ
の
本
地
に
軍
鮎
を
お
く
を
本
地
垂
迩
説
と
す
る
。
即
ち
佛
本
紳
述

の
読

で
あ

る
。
然

る
に
法
皇
の
立
場
は
、
そ
の
逆
に
近
か
ら
ん
と

す
る
。
・内
讃
を
去
ひ
、
外
用
を
語

る
限
り
に
於
て
、
本

地
垂
迩
思
想
を
完
全
に
脱
却

せ
し
も
の
ど
は
云

へ
ぬ
迄
も
、
内
謹
よ
り
も
外
用
に
、
本
地
よ
り
も
垂
迩
に
そ
の
重
鮎

を
お
く
限
り
に
於
て
、
明
か
に
反
本
地
垂
述
の
傾
向
を
持

つ
と

云

へ
る
。

全
面
的
佛
法
至
上
主
義

へ
の
反
抗
で
あ

る
。
佛

の
否
定
よ
り
紳

の
肯
定

へ
、

こ
の
新

し
き
傾
向
を
そ
の
時
代

一
般

に
見
る
と
共
に
、
そ
れ
を
花
園
法
皇

の
紳

祇
愚
想
の
中

に
も
見
出
す
こ
と
は
興
味

に
値
す
る
。
鎌
倉
時
代
末
よ
り
吉
野
朝
に
か
け
て
、
反
本
地
垂
迩
的
傾
向

の

註
39

75

擁
頭
し
つ
～
あ

つ
た

こ
と
は
、
既

に
世
の
學
者

の
指
摘
す

る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

清
経

の
不
審
は
猜
ほ
解
清
さ
れ
な

い
。

「
外
用
錐
然
。
内
設
貴
然
乎
。

叉
凝
信
心
爲
勧
慨
怠
也
云
々
。
」

清
経

は
内
謹
本
位
、
法
皇
は
外
用
本
位

の
立
場

に
立
つ
。
立
場

の
相
違
に
の
こ
さ
れ
し
疑
念

で
あ

る
。
そ
こ
で
法

皇

の
御
指
示
が
績

く
。

「
険
云
。
偏
知
内
謹
者
。
量
別
於

心
外
求
神
明
乎
。
垂
跡
之
別
者
自
他
之
分
別
不
可
齪
。
乍
奪
垂
跡
之
紳
。
或
以

内
謹
。
破
浮
臓
之
氣
。
任
雅
意
取
捨
分
別
。
更
不
可
然
之
由
答
之
。
」

紳
紙
に
關
す
る
花
園
溝
皇
の
御
態
農

(
網
五
)



紳
紙
に
開
す
る
花
園
法
皇
の
御
態
度

,

(
一
六
)

外
用
、
垂
　
尊
重
の
立
場
に
あ
る
法
皇
は
、
内
謬
偏
重
を
抑

へ
ら
れ
る
。
清
脛
昏
漸
く
に
し
て
、
法
皇

の
立
場
に

合
鮎

が
行

つ
た
。
裏
書

の
結
語
は
斯
う
で
あ

る
。

「
清
経
頗
畳
悟
。
有
信
伏
之
氣
。
此
問
錐
訪
信
俗
。
未
聞
分
明
之
教
誠
。
今
夜
忽
畳
悟
。
神
慮
有
可
奏
聞
之
由
。

今
已
以
符
合
之
由
申
之
。
問
答
往
復

不
能
委
記
。
此
事
記
而
無
盆
。
然
而
末
代
暗
愚
之
人
。
慾
懸

心
於
内
謹
之
庭
。
多

-

謬
事
出
來
也
。
佛
法
之
内
此
見
尤
多
。
不
可
不
恐
。
彷

記

一
論
。
神
託
叉
可
仰
信
之
故
。
故
記
置
耳
。
」

こ
れ
明
瞭
な
る
反
本
地
垂
迩
思
想
の
表
明

で
あ

る
。
な
ま
じ

い
に
心
を
内
謹

の
腱

に
か
け
て
外

用
を
忘
れ
、
本
地

を
の
み
こ
れ
尊

し
と
し
て
垂
迩
を
輕
視
す

る
論
者

へ
の
反
封
論
と
見
ら
れ
る
。
「
佛
法
之
内
此
見
尤
多
。
不
可
不
恐
。」

と
論
難

の
相
手
を
爆
示

さ
れ
て
ゐ
る
。
か
く
し
て
我
々
は
、
法
皇

の
紳
祇
観
の
中
に
、
神
本
佛
迩
の
反
本
地
垂
述
思

想
を
見
、
同
時
に
そ
の
こ
と
か
ら
し

て
、
當
時
の
神
道
界
を
指
導
し

つ
～
あ

つ
た
伊
勢
神
道
と
の
思
想
的
關
聯
を
も

ま

示
唆

さ
れ
る
。
要
之
、
花
園
院
震
記
に
見
ら
れ
る
法
皇

の
紳
祇
観
は
、
未
だ
明
確
な
ろ
神
本
佛
述
、
反
本
地
垂
迩
思

想

の
積
極
的
圭
張
を
示
さ
す
、
當

時
の
紳
祇
思
想
を
そ
の
ま

、
に
映
し
て
、
本
地
垂
迩
思
想
よ
り
反
本
地
垂
述
思
想

へ
轄
換
せ
ん
と
す
る
過
渡
期
に
あ
る
も

の
と
論
す
る
こ
と
が
出
來
る
㌔

(
剛
七
.
七
.
二
九
)

夢

謎

註

1
、

日
本
書

紀

下
霧

(
岩
波

文
庫

)

三
六

頁
、

2
、
宮

地

直

一
著
、

紳
祇
史

綱

要
、

四

一
頁
、

亀
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3
、

日
本
書

紀

下
霧

(
岩

波

交
庫
)

七

一
頁
、

4
、

同

右
、

.

5
、
同

右

、

七
五
頁

、

.

6

、

こ

、
に
い

ふ
紳
道

が

、
今

日
所
謂

神
道

と

そ

の
概

念
内

容
を
異

に
す

る

こ
と

は

云

ふ
ま

で
右

な

い
。
黒

板
勝

,
美

博

士

に
よ

れ
ば

「
紳

這
、
孝

徳

天
皇

紀

に
ま
た
見

ゆ
、

其

の
意
義

後

世

に
紳

道

と
樗

せ
ら

る

、
の

と
多
少

異

れ
り

思

ふ
に
固
有

の
騨

祇
祭

祀

と
道
家

思
想

と

の
混

合

せ
る
も

の
な

る

べ
し

。
」
(
文
庫

版
、

日
本
書

紀

下

雀

八
八
頁

、
註

解

)
と
解

さ
れ

て
ゐ

る
が
、

そ

の
内
容

が
如

何

な

る
も

の
で
あ

つ

た

か

は

、

更

に

研
究

を
要

す

べ
き
闇

題

で
あ
ら

う

。

こ
れ

に
就

て
は
、
「
我

が
國

固
有

の
神
祇

崇
敬

の
道

を
ば

、
紳
道

と
構

す

る
に
至
れ

り
。

神
溢

の

定

義

に
關

し
、

古

來
歎

読

め
れ
ど

日
本

書

紀
を
始

め
古

書

に
紳

這

と
稽

す

る
は
、
皆

紳

祇
崇

敬

の
道
を
指

せ
り
、
故

に
古

に
所

謂
神

道

の
解

繹
と

し

て
は
、

安
齊

随
筆

一
に
、

日
本

紀
用
明

紀

に
云

く
、

天
皇

信
昌佛

法

奪

昌紳
道

一、

叉
同

書
孝

徳
紀

に

云

く

、
算

佛

法
一輕

昌神
避

一云

た
、

こ
の
神
道

と

云

ふ
は

、
後

代
世

に
行

は

る

、
紳

遣

と

云

ふ
事

に
は
非

す
、

神
祇

を
崇

奪

す

る
道
を

云

ふ
な

り
、

右

の
輕
二紳
道

一註

に
、
伐

…生

國
魂

肚
樹

一之
類
也

と
あ

り
、

道

の
字

に
深
く

泥
む

べ
か

ら
す

今

世

の
紳

道

と
云

ふ
も

の
は

、
後

代

に
建

立
し

た
る

一
道
な

り
、

と

云

へ
る
を

最

も
穏
當

な

り
と
す

。」
(
佐
伯

有
義

著

、
大

日

本
神
祇
史

、

八

二
頁

)
と
見

る
論
者

も
あ

る
、

こ

、
に
引

用

さ

れ

て
ゐ

る
安

齊
随
筆

の
薯

者
伊
勢

貞

丈

は

そ

の
著

「
神

道

濁
語
」

の
中

に
更

に
次

の
如

き

読
明
を

下

し

て
ゐ

る
。

紳
紙
に
閣
す
る
花
園
法
皇
の
御
態
硬

λ
扁
七
)

/
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沸
砥
に
關
す
る
花
園
法
皇
の
御
態
魔

(
一
八
)

「
我
が

國

上
古

に
謂

ふ
所

の
神

道

は
、
紳

祇
を

奪
崇

し
、
祭

記

、
所
疇

、

祓
除

の
類

、

凡
そ
神

に
奉

仕

の
禮
儀
作

法
を

云
也

、
…
…
:
.さ
れ

ば

、

上
古

に
は
、

神
祇

を
崇

め

つ
か

ふ

ま

つ
る
わ

ざ
、
祭

祀
、
所

疇

、

祓
除
等

の
禮

儀

作

法
を
指

し
て
、
神

道
と

云

ひ

し
也
。

日

本
紀

用

明
天
皇

紀

に
、

天
皇

信
呂佛

法

一尊

昌神

道
一云

々
。

紳

道

の
樽

、
是

に
見

え

た
り
。

此

の
紳

道
と

あ

る
は

、
右

に
記

す

ご
と

く
、
祭
瀧

以

下

の
道
を

云
也

。
佛

法

に
並

べ

て
紳

道
と

あ

れ
ば
、

此

の
押
道

の

二
字
を
佛

法

の
如

く
、
教

の
道

な

り

と
思

は
ん
誤

也
。

日

本
紀

は
、
漢

土

の
交
章

を

學

び

、
詞

を
飾

り

て
書

き
た

る
物
な

れ
ば

、
語

を

封

に
せ
ん
が

爲

に
、
法

の
字

に
封

し
て
、

道

の
字
を

ば
用

ひ
た

る

也

。
,
然

れ
ど

も
、

佛

法

の
法

の
宇
と

稗
濫

の
道

の
字

と
意

味

は
等

し
か
ら

す
。
詞

を

以

て
意

を
害

す

る
事
な

か
れ
。

後

代

に
至
り

て
、

紳

の
教

の
道

也
と

て
、
紳
道

と

云
道
を

造

り
出

し
た

る
も

、
右

の
日
本
紀

の
碑
道

の
二
字

を
見
誤

り

た

る
也
。
」

(
臼
本
精
紳
交
献
叢
書

第
八
巻
、
三
九
哺
頁
)

♂

こ

れ
に
よ

れ
ば

、
我

が
國

上
古

の
紳

道

は
祭

祀

↓
所

疇

。
祓

除

等

の
禮
義

作
法

を
指

し

て
云

つ
た
も

の
で
、
今

日

の
我

々
が

考

へ
る
や
う

な
宗
教

的
規

範
性

と

し

て
の
教

や
溢
を

意

味

す

る
も

の
で
は
な

い
。

神
道

と

い
ふ
概

念
内

容

に
、

或
る
宗
教

的
規

範
性

が
加

は

つ
て
來
た

の
は

、
所

謂
紳
佛

習
合

以

後

の
こ
と

で
あ

る
。
貞

丈

は
更

に
い

ふ
、

「
後
代

に
謂

ふ
所

の
紳

道

は
、

天
照

大
神

の
人
を

敏

へ
、

天

下
國

家

を
治
む

る
撹

を
建

て
給
ひ

、
猿

田
彦
命

の
導

い

き
給
ひ
し
渣
也
と
て
、
正
直
の
二
字
を
以
て
宗
旨

ζ
し
て
、
新

に
神
,道
と

い

へ
る
道
を
作
り
出
し
て
、
佛
遣
、
儒
道

紳
道
と
並

べ
い
ふ
事
に
な
れ
り
。
是
は
、
漢
土

に
は
儒
道
有
り
、
天
笠
に
は
佛
道
有
り
h
唯

日
本

の
み
道
無
き
を
恥
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し
き
事

に
思
ひ
、
儒
佛
の
道
を
羨
み
て
、
天
照
大
紳
の
激
の
道
と
傭
り

て
、
紳
遣
と

い
ふ

一
道
を
作
b
出

せ
し
也
。

是

れ

日
本

に
導

き
は

、
我

が

國

の
貴

き
所

な

る
を

知
ら

ざ

る

に
依

て
の
所

爲
也

。L
(日
本
精
神
丈
献
叢
書

第
八
巷
、
ぎ
大
二
頁
)

,

「
漢

土

の
聖

入

は
、
漢

土

の
人

の
性

質

、
風

俗

に
就

て
、
教

の
道

を
建

て

た
り
。

天
竺

の
繹
迦

は

、

天
竺

の
性
質

風

俗

に
就

て
、

激

の
道

を
建

て
た

り
。

凡

そ
轍

の
道

は
、
其

の
國

民

の
性
質

、

風
俗

に
就

て
建

つ
る
故

に
、
其

の
教

の
趣

、
亦

異

也
。

叉
教

の
避

は
、
共

の
國

民

の
悪

事
を

防

が
ん
が

爲

に
起

る
也
。

我
が

日
本

の
入

の
性

質

、
風

俗
は

防

ぎ

禁

す

べ
き

悪

事
な

き
が
故

に
、
我

が
國

の
聖
紳
は

、
教

の
道

を
建

て
給

は
ざ

り

し
也
。

さ

れ
ば

、

教

の
道
な

き

は

、
我

國

の
奪

き

所
也

。
敏

の
道

な
し

と

て
、
何

ぞ
恥

つ

る
事

あ
ら

ん
や
。

何

ぞ
他

國
を
美

む
事

あ

ら

ん

や
。

:
:
:

…

さ
れ
ば

、
敏

の
道

な
き

は
、
我

が
國

の
奪

き
所

な

る
を
、

後
代

の
人

、
其

の
品

に
心
づ

か
す

し

て

、

日
本

は
夷
秋

の
國

(
夷

秋
と

は
、
外

國

を
指

し

て
賎
し

め
稻

す

る
詞

也

。
自

國
を
夷

独

と
稔

す

る
事
は
無

之
。
)
な

る
故

、
道

な
し

と

云
ひ

て
、
賎

し
む

る
輩

も
あ

る

に
依

て
、
玩

し
き

事

に
思

ひ

て
、
何
人

の
所

爲

か
は
知

ら

す
、

天

照
大
神

の
敏

の

道

な
り

と
傭

り

て
、
儒
佛

の
爾

道
、

心
學

、

理
學

を
混

雑

し
、
牽

張
附
會

し

て
、
紳

道
と

云

一
道
を

妄

作

せ
り

。
」

が

(
日
本
精
憩
外
献
叢
書

第
八
巻
、
三
九
三
頁
)

伊
勢

貞

丈

の
神
道

の
解

繹
引

用
は

此

の
く
ら

い
に
と

ゴ
め

る
。
蛇

足

と
し

て
現
代

の
學

者

の
、

現

代

の
神
道

概
念

の

読
明
を

引

こ
う
。
「
紳
道

と

は
太

古

に
淵

源

し
、

上
古

以

來
、
儒
教

佛
教

又
耶
蘇

敏
等

の
外

來
宗
藪

に
封

立
し

て
、

而

も
そ

れ
ら

と
交
渉

し
た

ば

か
り

で
な

く
、

そ
れ
ら

の
影
響

や
威
化

を
、

積
極

的

に
も
消

極

的

に
も

受

け

て
、
攣

蓬

憩
砥
に
關
す
る
花
園
法
皇
の
御
態
度

(
一
九
ン
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紳
舐

に
關
す
る
花
園

法
皇

の
御
態
度

.

(
二
〇
)

し

登
達

し
來

つ
義

が

國
固

有

の
宗

撃

あ

る
。
L
(村
岡
典
嗣
著
、
績
日
本
思

想
史
碑
究
、
四
二
三
頁

)

7

、
岩

波
文
庫

本

、

日
本
書

紀
下
巻

二
六
九

頁
、

8
、
績

日
本

紀
巻
第

二
十
六

、
総
…徳

天
皇

、

天
李
紳

護

元
年

十

一
月

の
條

、

9
、
「
冬

十
月
辛

巳
、

詔

日
、
膜

以

薄̀
徳

・、
恭

承
二大
位

一、

志
存

一粂

濟
一、
勤

撫

入

物

'、
雌
鵠率

土
濱

已
需

昌仁
恕

一、

而

普

天
之

下
未
レ沿
二法

恩
一、
誠

欲
下頼

三
寳

之
威
霊

一乾
坤

相

泰
、
修

萬

代

之
魑
業

動

植

成
榮
上、
嬰

以
下天
李

十

五
年
歳

次
呂癸
未

一十
月

十
五

日
轟、
磯
二菩

薩
大
願

一奉
レ造
ご盧

舎

那
佛
金
銅

像

一
躯

一、
鑑

薗

銅
一而
錯
レ象

、

創

天

山
一以
構

レ堂

、

廣

及
昌法
界

一.
爲

昌膜
知
識

一、

遽

使
下同

蒙

嵩利
盆

}共

致
申菩
提
上、

夫
有

天
下
之
富

一者

険

也
、

有
嵩天
下

之
勢

一者
股
也

、
以

昌此
富
勢

一造

昌麗
尊
像

一、
事

也
易
レ成

、

心
也
難
ゾ
至
、
但

恐
徒

有
レ勢
レ人
、
無
島能

藏
㍗聖

、

或
生
'誹
講
…一、
反
階
　昌罪

睾

一、

是

故

預

知

識

一者
、
懇

登
昌至
誠
一、

各
招

昌介

輻

}、
宜
下毎
レ日

三
"葬

盧

含
那
佛

一、
自

當
存
レ念
、
各

造
甲盧

含
那

佛
上也

、
如

更

有
乙人
情

願
雫持

二

枝
草

一
把

土

一助
"造

像
上者
甲、

恣

錬
之

、
國
郡

等

司
、

莫
下因
昌此
事

一侵

昌擾

百

姓
一強

令
中牧
敏

上、
布

瓦
口

遽

遍
'、
知

哺膜

意
一臭
、
」

(
績

日
本

紀
審

第

十
五

、
聖

武

天
皇

、

天
卒

十

五
年
十

月

の
條

)

10
、
戌

寅

、
遣
轟五
位
十

人
、
散

位

廿

人
、

六
衛

府
含
入

各
廿

人
一、
迎
昌八
幡

紳

於

李
群
郡

一、
是

日
入
京
、

帥

於
呂宮

南

梨

原
宮

一、
造
昌新

殿

一以
爲
.紳

宮

一、
請

倍

四
十

旦

、
悔

過

七

日
、
L

(
績

日
本
紀

巻
第

十
七

、
聖

武

天
皇

、

天
寳

勝

寳

元

年
十

二
月

の
條

)

11

、
「
天
皇

我
御
命

爾
坐
、

申
賜

止
申

久
、

去

辰
年

、

河

内
國

大
縣

郡
乃
智
識

寺
爾
坐
盧

舎

那
佛

遠
禮

奉

大
、

則
股

毛

80



欲
レ奉
v造

止
思

登
毛
、
得

不
レ爲
之
問
爾
、
豊

前
國

宇
佐

郡
爾
坐
廣
幡

乃
八
幡

大

紳
爾
申

賜
閏
止
勅
久
、

紳

我

天
紳

地
祇
乎
牽

伊

左

奈

比
六
、
必

成
奉

無
、
事

立
不
レ有

、
銅

湯
乎
水

止
成

、
我
身

遠
草

木

土
爾
交
天
、

障

事
無

次
奈

佐
牟
止
勅

賜
奈
我
良
成

奴
禮
波
、
敷

美
貴

美
奈
毛
念

食
須
、
然

猜

止

事
不
レ得
爲

天
、

恐

家
禮
登
毛
御

冠
献

事
呼
恐
美
恐
美
毛
申
賜
久
止
申
、
L
〔
同
右

)

12
、
「
丁
酉

、
制

、
越
前

國
氣

比
神

、
豊

前
國

八
幡

大
菩
薩

宮

司
等

、
蓬
替

之
目
、
准
計國

司

興
瓢解

由
}、
」
(
日
本
後

紀

巻
第

十
七

日
、

卒
城

天
皇

、

大

同
四
年

閏

二
月

)、
こ

れ
が

正
史

に
八
幡

大
菩

薩

の
禰
號

の
見

え

る
初

め

で
あ

る
。

13

、

「
我

者
日
本

人
王
十

六
代
暴

田

天
皇

也
。

護

國
霊
験

威
力

神
通

大
自
在

王
著
薩

と
告

給

テ
。

御

ス
ガ

タ

ヵ
ク

レ

ヲ
。

百

王
鎮

護

第

ニ

ノ
宗

廟

ト
イ

ハ
μ
給

フ
者

也
。」
ρ噸
講
驚
瀬
縦
個
騨
餌
謂
共

郵
蹴
襯
ポ
五
)

'

ー

14

、
同

書
序

、

15

、

佐
伯

有
義

著
、

大

日
本
神

祇
史

、

三

九
〇
頁

、

16

、
村

岡
典
嗣

著
、

績

日
本

思

想
史

、

四

ご

四
頁
、

`

17

、

「
八
月

甲
寅

、
幸
噛難

波
内

親

王
第

一、
是

日
異

常

風
雨

、

抜
レ樹

登
レ屋

、

ト
レ之
、

伊
勢

月
讃

神
爲
ザ崇

、
於
翁
兀

毎

年
九
月

、
准

昌荒

祭

紳
一奉
レ馬
、

又
荒

御

玉
命
、

伊
佐

奈
伎

命
、

伊

佐
奈

彌
命

、

入
昌於
官
祉

一、

又
徒
躊度

會
郡

紳
宮

.

寺

於
飯

高

郡
度

瀬

山
房

騨、
」
(綾
日
本
紀
巻
第
三
+
二
、

光
仁
天
皇
、
寳
縮

託
年
八
月
)

「
紳

祇
官

言
、

伊
勢

大
神
宮

寺

、
先

爲
レ有
レ崇
、

遷
昌建

他
露

一、
而
今

近
昌紳

郡

、
其

崇
未
レ止
、
除
飯

野
郡

乏

外

、

移

噛】造
便

地
一者

、
許
レ之
、」
(繕
…日
本
伽柑
巻
第
一二
十
六
、

光
仁
天
皇
、
費
亀
十
嘱
年
二
月
)

碑
紙
に
關
す
る
花
園
法
皇
の
御
態
度

(
脚=

)

,

81



紳
祇

に
醐
す
る
花
園

法
皇

の
御
態
度

(
二
二
)

あ

ら

ら

ざ

18
、

「
齋
宮
等

に
忌
詞

七
言
と

て
噛
内
典
で
は
佛
を
中
子
、
脛
を
染
紙
、
や塔
を
阿
良
々
岐
、
寺
を
琵
葺
、
信
を
髪

ご
き

な

ほ

る

や

す

み

あ

せ

長
、
尼
を
女
髪
長
、
齋
を
片
膳
と
い
ひ
、
外
典

で
は
死
を
奈
保
留
、
病
を
夜
須
美
,
昊
を
璽
垂
、
血
を
阿
世
、
打
を

撫
、
宍
を
菌
、
墓
を
壊

(
つ
ち
く
れ
)
と
い
ふ
が
如
き
類

で
あ
る
。」
(臨

贈
ξ

19

「
、
予

詣
勢

州

紳
詞

一。

…

…
…
漸

進
娼殿
前

一。

一
観

呵
日
。

此
紳

不
γ愛

渉

門
一。

莫
γ近

也
。
遮

昌止

一
、大
樹

下
同。」

(
國
史
大
系
、
第
三
+
一
巻
、
元
亨

麗
∵沓
巷
笛
揮十
八
、
二
六
ハ
頁

)

20

、
紳

這

精
紳

後
篇

所
載

、
岡

田

米
夫

氏
、
伊

勢
瀞

道

の
登
生

過

程
、

二
三
〇

頁

、

21

、

績

群
書

類

從
、

第

二
輯

上
、
紳

祇
部

.

百

三
頁
、

22

、
岩

波
文
庫

本

、
紳
皇

正
統

記

、

四
〇
頁

、

23

、
風

雅
和
歌

集

巻
第

十
九

、
紳

祇

歌

に
牧
む

、

24

、
績

日
本
紀

巻
第

十

二
、

聖
武

天
皇

、

天
李
九

年

四
月

の
條

、

.
'

25

、

日
本
後

紀

巻
第
十

七
、
卒

城

天
皇

、

大
同

四
年

閏

二
月

の
條

。

こ
れ

正
史

に
八
幡

大
菩

薩

の
號

の
見

へ
し
初

め

と
す

。
太

政
官

符

に
見

へ
し
も

と
し

て
は
、

延
暦
十

七
年

十

二
月

二
十

一
日

の
官

符

に
、
「
一
鷹

レ納

入

幡

大
菩
薩

封

戸

一
千

四
百
戸

、
位

田

百
四
十

町

一」

と

あ

る

の
乏

.

大
同

三
年
七
月

十

六

日
の
官

符

に
、
「
鷹
7令
昌國

司

一出
寧納

八

b

幡

大
菩

薩
宮
雑
物
上
事
」
と
見

へ
る
の
が
最
古
と

さ
れ
て
ゐ
る
。

(
大
屋
徳
城
氏
、
寧
樂
佛
敏
更
論

、
四
八
三
頁
)

26
、
績

日
本
紀
巻
第

十
三
、
聖
武

天
皇
、
天
李
十

二
年
十
月
。
同
紀
巻
第
三
十
.
稔
徳
天
皇

、
紳
護
景
雲

三
年
九
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月
。27

、
績

日
本
紀
巻
第
十
四
、
聖
武
天
皇
、
天
李
十
三
年
閏

三
月
。
同
紀
巻
第
三
十
、
稽
徳
天
皇
、
寳
鶏
元
年
八
月

28
、
績

日
論本
紀
巻
第
十
六
、
聖
武

天
皇
、
天
丞
-
十
七
年
九
月
ゆ

29
、
績

日
本
紀
巻
第
十
七
、
聖
武
天
皇
、

天
李
二
十
年
八
月
。
同
天
卒
勝
寳
元
年
十

一
月
、
十

二
月
。
同
巻
第
十

八
、
孝
謙
天
皇
、
天
亭
勝
寳
二
年

二
月
、
十
月
。
同
巻
第
十
九
、
孝
謙
天
皇
、
天
李
勝
寳
七
年
三
月
。
同
霧
第
廿
五

淳
仁
天
皇
、
天
李
寳
字
八
年
九
月
。
績

日
本
後
紀
巻
第
十
、
仁
明

天
皇
、
承
和
八
年
五
月
。
同
巻
第
十

二
、
仁
明
天

皇
、
承
和
九
年
七
月
。
三
代
實
録
巻
第
三
十
四
、
陽
成
天
皇
、
元
慶

二
年
十

二
月
。

30
、
績
日
本
紀
巻
第
十
九
、
孝
謙
天
皇
、
天
亭
勝
寳
八
歳
四
月
。
同
巻
第
廿
七
、
稽
徳
天
皇
、

天
卒
紳
護

二
年
十

月
。
績
日
本
後
紀
巻
第
六
、
仁
明
天
皇
、
承
和
四
年
九
月
。

31
、
文
徳
實
録
巻
第

二
、
文
徳

天
皇
、
嘉
鮮

三
年
八
月
。

32
、
三
代
實
録
巻
第
廿
九
、
清

和
天
皇
、
貞
観
十
八
年
八
月
。

33
、
績

日
本
後
紀
巻
第
二
、
仁
明
天
皇
、
天
長
十
年
十
月
。
丈
徳
實
録
巻
第
九
、
文
徳
天
皇
、

天
安
元
年
十
月
。

三
代
實
録
巻
第
二
、
清
和
天
皇
、
貞
観
元
年

二
月
。
貞
観
三
年
五
月
。

34
、
績

日
本
後
紀
巷
第

一
、
仁

明
天
皇
、
天
長
十
年
四
月
。
同
巻
第
七
、
仁
明
天
皇
、
承
和
五
年

三
月
。
三
代
實

録
巻
第
十
七
、
清
和
天
皇
、
貞
観
十
二
年
二
月
。
同
巻
第
三
十
三
、
陽
成
天
皇
、
元
慶

二
年
三
月
。
同
巻
第
三
十
五

憩
祇
に
關
す
る
花
園
法
皇
の
御
態
廣

(
二
三
)

田
O



紳
舐
に
關
す
る
花
圃
法
皇
の
御
態
度

(
二
四
)

同
、
元
慶
三
年
三
月
。
同
巻
第
四
十
五
、
光
孝
天
皇
、
元
慶
八
年
四
月
。

35
、
「
甲
戌
、
奉

入

幡
紳
宮
秘
錦
冠

一
頭
、
金
字
最
勝
王
経
、

法
華
経
各

一
部
、
度
者
十
八
人
、
封
戸
馬
五
疋
、

叉
令
レ造
昌三
重
塔

学
匠
一、
奏
昌宿
疇
一也
、
」
(
績
日
本
紀
巻
第
十
四
)

36
、
「
寧
樂
佛
教
と
神
祇
乏
の
關
係
は
、

八
幡
大
菩
薩
と
春

日
明
紳
を

二
つ
の
中

心
鮎
と
し
て
、

限
り
無
き
大
小

の
同
心
圓
を
描
く
。
東
大
、
大
安
、
藥
師
諸
大
寺

の
伽
藍
紳

噸
守
砒
と
し
て
の

八
幡
宮
は
、
京
洛

に
於
け
る
石
清
水

v

凶

喝

と
呼
鷹

し
て
國
家
の
宗
廟

に
亜
ぐ
窪
神
と
し
て
の
信
仰
を
集
め
、
終

に
は
佛
敏
々
團

の

一
比
丘
形
を
現
ず
る
に
至
り

て
、
謂
は
ゆ
る
信
形
八
幡

の
崇
敬
と
爲
り
、
全
く
佛
教
海
中
の

一
泡
と
化
し

で
、了

つ
た
。
凡
そ
此
等

の
鍵
化
は
奉
安

初
期
か
ら
起

つ
て
、
中
期

に
形
を
成
し
、
末
期

に
成
熟

し
て
鎌
倉
初
期
に
及
ん
で
、
欄
…熟

の
頂
鮎

に
達
す
る
。」
(
大

屋
徳
城
氏
、
寧
樂
佛
教
史
論

、四
七
八
頁
)

「
弘
仁
十
二
年
八
月
十
五
日
の
官
符
に
、
同
六
年
十

二
月
十
日
の
解
を
引

い
て
、
天
鷹

吠
藤
㈱
確
旙
繍
咋

の
初
、
八
幡

大
神
に
曾
號
を
上
り
て
、
護
國
藁
駿
威
力
紳
通
大
菩
薩
と
い
つ
た
事
、
並

に
延
暦

二
年
五
月
四
日
の
詫
宣

に
、
大
自

在
王
菩
薩
と
稽
す

べ
く
、
又
加
號
し
て
、
護
國
霊
験
威
力
紳
通
大
自
在

王
菩
薩
と
樗
す

べ
し
と
あ
る
と
述
べ
て
居
る

斯
様
な
次
第

で
あ
る
か
ら
、
八
幡
大
紳
か
八
幡
大
菩
薩
と
繕

せ
ら
れ
た
事
は
延
暦
、
弘
仁
時
代
か
ら
の
事
で
、
大
禮

上
、
奉
安
初
期

に
始

つ
て
居

る
と

い
つ
て
も
差
支

へ
は
な

い
。
」
(
寧
樂
佛
教
史
論
、
四
八
三
頁
)

37
、
績
群
書
類
後
、
第

二
輯
上
、
神
祇
部
、
八
幡
愚
童
訓
、
百
九
頁

管別



38
、

「
八
幡
の
本
地
が
阿
彌
陀
佛

で
あ
る
と
い
ふ
傳
設
は
、

大
安
寺

の
行
教
が
石
清
水

に
宇
佐
八
幡
を
勘
請
し
た

時

に
始
ま
る
。
即
ち
そ
の
時
行
教
の
袈
裟

に
、
彌
陀

三
尊
が
映

つ
た
と
い
ふ
の
で
、
行
敷

は
夫
を
爲
し
て
上
洛
し
た

と
傳

へ
ら
れ
て
居
る
。
此
傳
読
に
幾
何

の
確
實
性
が
あ
る
か
は
疑
問

の
存
す
る
と
こ
ろ

で
あ

る
が
、
併
し
後
世
此
傳

詮
を
基
礎
と
し
て
、
八
幡
岬

の
本
地
身

が
決
定
さ
れ
て
居
る
と
い
ふ
事
は
否
定
出
來
な

い
。
即
ち
此
傳
説
の
成
立
が

行
教
を
距
る
こ
と
近
く
な

い
と
し
て
も
、
卒
安
の
中
葉
以
後

か
ら
は
專
ら
斯
か
る
傳
読
を
信
仰
化
し
て
居

る
の
で
、

前
記
藥
師
寺
八
幡
宮

の
紳
像
と
野
照
す

る
時
は
、
斯
る
傳
の
構
成

は
世

の
學
者
の
想
像
す
る
よ
り
は
、
頗
る
早
い
時

代

に
あ
つ
た
と
考

へ
ざ
る
を
得

蹟
。
」
(
寧
樂
佛
教
定
論
、
四
九
二
頁
)

39
、
清

原
貞
雄
氏
、
紳
道
史
、
第
五
章
第
四
節

「
反
本
地
垂
述
思
想
の
捷
頭
と
吉
凪
紳
道
じ

の
項
屡
照
、

85

 

瀞
紙

に
關
す
る
花
園

法
皇

の
御
態
度

.

(
二

五
)


